
児童生徒尿検査実施要領 

 (目的) 

第１条 この要領は、尿検査を実施し、腎臓病等の早期発見に努め、必要な指導及

び事後措置を行うことにより、児童生徒の健康の保持増進を図ることを目的とす

る。 

 (対象者) 

第２条 尿検査(以下「検査」という。)の対象者は、相模原市立小学校、中学校及

び義務教育学校に在籍する児童及び生徒とする。 

 (実施機関) 

第３条 検査の実施に当っては、専門の検査機関に委託し、実施する。 

 (実施期間) 

第４条 検査を実施する期間は、当該年度の４月から６月までとし、実施日程につ

いては、関係機関と協議し、教育委員会で決定する。 

 (検査内容等) 

第５条 検査は、第１次検査と第２次検査とし、検査内容等は、次のとおりとする。 

（１）第１次検査は、蛋白、蛋白／クレアチニン比、糖及び潜血検査について、試

験紙法により検査する。 

（２）第２次検査は、第１次検査の陽性者(糖検査が陽性の者は除く。)について、

試験紙法による蛋白、蛋白／クレアチニン比、潜血(判定補助項目として尿比

重)を実施、さらに必要な者について顕微鏡検査を実施する。 

２ 前項各号の検査の結果異常を認めた者については、次のとおり指導する。 

（１）第１次検査の糖検査が陽性の児童生徒については、「児童生徒尿糖陽性者対

策事業実施要領」により精密検査等の指導を行う。 

（２）第２次検査の結果異常を認めた児童生徒については、「児童生徒腎疾患管理

対策事業実施要領」により精密検査等の指導を行う。 

 (検査結果報告等) 

第６条 検査機関は、検査の結果について、教育委員会が指定した書類を、速やか

に教育委員会が指定する者に提出するものとする。 

２ 検査機関は、委託された全検査の終了後速やかに、実施結果を教育委員会が指

定した様式で教育委員会に提出するものとする。 

 



附 則 

この要領は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年１０月１日から施行する。 

 


